




はじめに

　本年報は、民間事業者による信書の送達事業の現況について広く知ってい
ただくために、総務省においてとりまとめたもので、本年度版は19回目とな
ります。

　はがきや手紙などの「信書」の送達の事業について民間事業者の参入を認
める「民間事業者による信書の送達に関する法律（以下「信書便法」といい
ます。）」が、平成15年４月に施行されました。それから20年あまりが経過し、
信書便事業への参入事業者は令和 4年度末現在で583者を数え、着実に増加す
るなど、信書便事業は社会の中で確実に広がりを見せています。

　信書便市場においては、巡回集配サービスや自転車・バイクなどによる急
送サービス、慶弔メッセージカードの配達サービスをはじめ、利用者のニー
ズを踏まえたきめの細かい様々なサービスが提供されています。また、警備
業者や福祉事業者など、貨物運送業を本業としない事業者の参入が見られる
など、サービスの提供主体にも広がりが生じています。

　また、平成27年12月に施行された改正信書便法により、特定信書便役務の
業務範囲が拡大されるなど、新サービスの開発等による信書便市場の更なる
活性化が期待されています。

　本年報では、こうした信書便事業の現況について、信書便法の内容の説明
やデータに加え、代表的なサービスの流れや事業者の声などのトピックを織
り交ぜながら紹介しています。また、信書の送達に関する制度の周知など
信書便事業に関する総務省の取組や、信書便事業の開始手続などについても、
分かりやすい形で掲載しています。

　本年報が引き続き、国民の皆様方に広く活用され、我が国の信書便事業の
現況や信書便事業に関する取組についてのご理解をより一層深めていただく
一助となれば幸いです。

令 和 ６ 年 ２ 月
総務省　　情報流通行政局
郵政行政部 　信書便事業課
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信書便事業の概況

第 1 章第 1 章

　通信手段の一つである信書の送達の事業は、130年以上もの間、郵
便事業として、国が独占して行ってきましたが、平成15年４月から信書
便法が施行され、郵便事業とは別の信書便事業として、民間事業者の
参入する途が開かれました。
　この章では、「信書」とはどのようなものか、信書便事業にはどれくら
いの事業者が参入し、どのようなサービスを提供しているのか、といっ
たことをご紹介します。
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請求書の類書 状
【類例】 
●手紙 
●はがき 

会議招集通知の類
【類例】 
●結婚式等の招待状 
●業務を報告する文書

納品書 申告書見積書

○
○
○
様

【類例】 
●納品書  ●領収書 ●見積書 
●願書  ●申込書 ●申請書 
●申告書 ●依頼書 ●契約書 
●照会書 ●回答書 ●承諾書 
●レセプト（診療報酬明細書等） 
●推薦書 ●注文書 
●年金に関する通知書・申告書 
●確定申告書 ●給与支払報告書

◉信書に該当する文書の例

証明書の類許可書の類
【類例】 
●免許証 
●認定書
●表彰状
※カード形状の資格の認定書などを
　含みます。

ダイレクトメール
【類例】 
●印鑑証明書
●戸籍謄本
●健康保険証
●車検証
●産業廃棄物管理票
●振込証明書 
●健康診断結果通知書・消防設備点検
 表・調査報告書・検査成績票・商品の
 品質証明書その他の点検・調査・検査
 などの結果を通知する文書

●文書自体に受取人が記載され
ている文書

●商品の購入等利用関係、契約関
係等特定の受取人に差し出す
趣旨が明らかな文言が記載さ
れている文書 

●納税証明書 
●住民票の写し 
●登記簿謄本 
●履歴書 
●保険証券 
●輸出証明書

「信書」とは、はがきや手紙のように、特定
の受取人に対して、差し出した人の意思を表
示したり、事実を通知する文書をいいます
（郵便法第４条第２項）。
はがきや手紙のほかにも、請求書や契約
書、招待状、証明書、一部のダイレクトメール
なども、特定の受取人に対し内容を伝える
ために送付する場合は「信書」に該当します。
「信書」は通信手段であり、憲法が保障す
る通信の秘密を保護する必要があることか

ら、「信書」についての秘密を侵すことは禁
止されています。また、他人の「信書」の送達
の事業は、原則として、日本郵便株式会社と
信書便事業者のみが行うことができ、郵便
局のゆうパックやゆうメール、宅配事業者の
宅配便やメール便では、原則として、信書の
送付はできません（Ｐ20参照）。
なお、信書便法では、「信書」そのものだけ

ではなく、信書の包装及びその包装に封入
される信書以外の物を含めた「信書便物」を
単位として、様々な取扱いを定めています。

「信書」とは1

信書便事業とは第1節

認定書

免許証

表
彰
状 印鑑証明書

戸籍謄本 住民票 キャンペーン
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請求書の類信書そのもの 信書と信書以外のものを封入した包装

カタログ書籍の類
【類例】 
●新聞　　●雑誌　●会報
●会誌　　●手帳　●カレンダー
●ポスター　●講習会配布資料
●作文　　　●研究論文　
●卒業論文　●裁判記録
●図面　　　●設計図書

小切手の類
【類例】 
●手形　　●株券　　●為替証書

ダイレクトメール会員カードの類
【類例】 
●入会証
●ポイントカード
●マイレージカード

その他
【類例】 
●説明書の類（市販の食品・医
薬品・家庭用又は事業用の機
器・ソフトウェアなどの取扱
説明書・解説書・仕様書、定
款、約款、目論見書）

●求人票　　●配送伝票　
●名刺　　 ●パスポート　
●振込用紙　●出勤簿　
●ナンバープレート

●専ら街頭における配布や新聞
折り込みを前提として作成され
るチラシのようなもの

●専ら店頭における配布を前提と
して作成されるパンフレットや
リーフレットのようなもの

乗車券の類プリペイドカードの類
【類例】 
●商品券　　●図書券
●プリントアウトした電子チケット

クレジットカードの類
【類例】 
●キャッシュカード　●ローンカード

【類例】 
●航空券　●定期券　●入場券

○○様 ○○様○○
信書便

◯
県
◯
市

信書 同封物

新
聞

1 手帳

◯◯株券
手形
¥ 0 0 0 0

¥ 1000
商品券

¥ 1000
商品券

航空券 定期

5.5
入場券

キャッシュカード

マイレージ

ローンカード

入会証

ポイント
カード

SALE

第1節　信書便事業とは

⊗信書に該当しない文書の例

◉信書便物

図書券
¥ 500
図書券
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　信書便法は、「民間事業者による信書の送
達の事業の許可制度を実施し、その業務の
適正な運営を確保するための措置を講ずる
ことにより、郵便法と相まって、信書の送達
の役務について、あまねく公平な提供を確保
しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、
もって公共の福祉の増進に資する」ことを目
的としています。

　これは、従来、国家独占とされてきた信書
の送達の事業に競争原理を導入することに
より、利用者の選択肢を拡大し、その利便の
向上を図ることを目指すとともに、引き続き、
信書の送達の役務の日本全国におけるあま
ねく公平な提供（ユニバーサルサービスの提
供）を確保するため、これに支障のない範囲
で信書の送達の事業への民間事業者の参
入を認めるという趣旨を定めたものです。

1  一般信書便事業
　「一般信書便事業」とは、「信書便の役務
を他人の需要に応ずるために提供する事業
であって、その提供する信書便の役務のうち
に一般信書便役務を含むもの」です。
　「一般信書便役務」とは、長さ、幅及び厚さ
がそれぞれ40cm、30cm及び３cm以下で
あり、かつ、重量が250g以下の信書便物を
国内において差し出された日から原則４日
以内に送達する信書便の役務です。
　一般信書便事業を営む許可を受けた一般
信書便事業者は、一般信書便役務を必ず提
供しなければなりませんが、他の信書便役
務については任意に提供することができま
す。例えば、長さが40cmを超える信書を送
達日数の制限を設けずに送達する役務を提
供することや、特定信書便事業が取り扱う
長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超える信
書を送達する役務も提供できます。もちろ
ん、一般信書便役務のみを提供することで
も構いません。

2 特定信書便事業
　「特定信書便事業」とは、次のいずれかに
該当する信書便の役務のみを他人の需要に
応ずるために提供する事業です。
① 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、             
　又は重量が４kgを超える信書便物を送達
　するもの（以下「１号役務」といいます。）。
② 信書便物が差し出された時から３時間以
　内に当該信書便物を送達するもの（以下
　「２号役務」といいます。）。
③ 料金の額が800円を下回らない範囲内
　において総務省令で定める額を超えるも
　の（以下「３号役務」といいます。）。

信書便法改正による
信書便役務の範囲拡大参考

※法改正施行日　平成27年12月１日

１号役務
取り扱うことのできる信書便物のサイズを
３辺計90cm超から３辺計73cm超まで拡大
（A３サイズ大の封筒まで取扱い可能に）
３号役務
取り扱うことのできる信書便物の料金の額を
１通1,000円超から１通800円超まで拡大

　信書便事業には２つの類型があります。

信書便法の目的2

信書便事業の類型3



　特定の需要に応えるサービスを提供するもので、以下のいずれかに該当するサービスのみを
提供する事業です。
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① 大きい／重いサービス
  （１号役務）

②急送サービス
（２号役務）

　差し出された時から3時
間以内に信書便物を送達す
るサービス

　料金の額が800円を下回
らない範囲内において総務
省令で定める額（国内は
800円）を超えるサービス

　長さ、幅及び厚さの合計
が73cmを超え、又は重量
が4kgを超える信書便物を
送達するサービス

重量250g
以下

30cm以下

送 達

40cm
以下

3cm以下

4日以内

差出人

差出人

受取人

受取人

③付加価値の高いサービス
（３号役務）

800円を超える料金

又は
送 達
3時間以内

A+B+C

73cm超

CB

A =

重量4kg超

第1節　信書便事業とは

◉一般信書便事業

◉特定信書便事業

　国民生活にとって基礎的な通信サービスを確保する観点から、「一般信書便役務」（※）と
呼ばれるサービスを提供することを条件にすべての信書の取扱いが可能となる事業です。
※軽量・小型の信書便物（長さ40ｃｍ・幅30ｃｍ・厚さ３ｃｍ以下で重量250ｇ以下）を全国均一料金にて
　全国で引き受け、国内において原則４日以内に配達するサービス
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本　庁

出張所

現在、信書便事業者が提供している主なサービスをご紹介します。

区役所・出張所宛ての
信書便物を積んで出発

区役所宛ての信書便物を配達
本庁宛ての信書便物を引受け

出張所宛ての信書便物を配達
本庁宛ての信書便物を引受け

対象信書の例 通知文書、依頼文書、指示文書
　一定のルートを巡回して、各地点で信書便
物を順次引き受け、配達するサービスです。
自治体（本庁、出張所、学校、図書館ほか）、

企業（本社、支社、営業所間ほか）や、大学
（キャンパス間ほか）などで利用されています。

① 巡回集配サービス

主な信書便サービス4

1 本庁宛ての信書便物を配達4

2 3

区役所

本庁・区役所・出張所を巡回する場合



サービスの流れ 例
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対象信書の例 通知文書、指示文書、請求書
　一定のルートを定期的に運行して、各地点で
信書便物を順次引き受け、配達するサービス
です。

企業の内部（本社から支社、支社から営業所
ほか）や、企業間（取引先間ほか）などで利用
されています。

② 定期集配サービス

本 社

支 社

営業所

支 社

営業所

1 　信書便事業者と利用者（顧客）と
の間で、あらかじめ、運行するルー
トや地点数、スケジュールなどの仕
様を調整します。

2 　本社など（起点）で、支社など（各集
配先）あての信書便物について、通数
などを確認の上、引き受けます。

3 　ルートに従って運行し、支社など
で信書便物の通数などを確認の上、
配達するとともに、その支社など
（起点）から営業所など（各集配先）
あての信書便物について、通数など
を確認の上、引き受けます。

4 　ルートに従って運行し、営業所な
どで信書便物の通数などを確認の
上、配達します。
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対象信書の例 請求書、領収書、見積書
　請求書や領収書などの信書便物について、
比較的近い距離や限定された区域内を急送
するサービスです。引き受けた配送員がそのま

ま直接配達する方法と、ハブ機能を持たせた
営業所を経由して運びつなぐ方法があります。

③ ビジネス文書の急送サービス

1 　利用者（顧客）がコールセンターに
連絡し、引受場所、配達先などの情
報を知らせます。

　コールセンターが、指定された引
受場所に最も近い配送員に連絡し、
引受けを指示します。

　配送員が指定された引受場所まで
取り集めに出向き、信書便物を引き
受けます。

 直接配送するパターン
　指定された配達先まで直接向か 
い、信書便物の通数などを確認の 
上、配達します。 
営業所を経由するパターン  
　引き受けた信書便物を、ハブ機 
能を有する営業所まで一旦運び、 
そこで方面別に区分して配達先の 
地域を担当する別の配送員が配達 
先に向かい、通数などを確認の上、
配達します。

引受地点

営業所

配達先

直接配送

営業所を経由

1

2

3

4
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サービスの流れ 例

対象信書の例 慶弔メッセージ
　お祝いやお悔やみといったメッセージをイ
ンターネットや電話、ＦＡＸで受け付けた後、
配達先に比較的近い地域でメッセージカード

を印刷し、そのカードを装飾が施された台紙
やぬいぐるみなどと一緒に配達するサービス
です。

④ メッセージカードの配達サービス

インターネットで申込み

サーバーで受付

メッセージを紙に出力
台紙に添付

会場に配達

1

2

3

4

◯
◯
会
場
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利用者
信書便年報（令和５年度版）

の声

 市や県の出先機関への文書の集配
業務に関して、信書が含まれている場

合でも集配できるように、平成２４年８月から
公文書集配業務を信書便事業者へ委託するこ
とにしました。

　美濃加茂市は、岐阜県の南部に位置し、江戸時代には五街道の一つ中山道の宿場町が整備されるなど、
古くから交通の要衝として栄えてきました。また、近年は、人口（約５万７千人）の約１割を外国人登録者が
占め、多文化共生社会の実現に向けた取り組みを進めています。
　以下は、文書集配に関するご担当者からお聞きした話です。

公文書集配業務を
委託した経緯を教えてください。

Q

公文書の集配先や巡回について、
具体的に教えてください。

Q

公文書等の集配業務において
工夫されていることはありますか。

Q

コラム
column

A 

市内にある８カ所の支所をはじめ、
図書館や県の出先機関など１４カ所

について毎週月、水、金曜日の３回巡回してい
ます。事業者には、午後１時に本庁舎に来てい
ただき、各施設あての文書を入れた集配用袋の
送達を依頼します。各施設では、施設職員が集
配用袋を受理する際に別途確認書に署名しま
す。全ての施設を巡回後、本庁舎では、担当職員
と事業者が集配用袋と確認書の内容を確認し、
署名を受けるまでが作業の流れになります。こ
の一連の作業で約２時間３０分を要します。

A 

 信書便役務を利用すると、ほぼ同じ
時刻に確実に集配されるので、担当

職員も施設職員も非常に安心しております。限
られた予算の中で、効率的な業務運営が行わ
れていると思います。

公文書集配業務を委託してから
これまでの間の効果などについて
教えてください。

Q

信書便事業者に今後
期待することなどはありますか。

Q

A 

A 

 集配を行う際、集配用袋に施錠がで
きるように南京錠を備え付けていま

す。本庁舎で事業者へ集配を依頼する際や、各
施設で施設職員が事業者から集配用袋を受理
する際に、この施錠を必ず確認することによ
り、信書の秘密を確保しつつ、信書を紛失しな
いように細心の注意を払っています。

A 

 これまで大きな事故もなく業務を遂
行いただいており、大変ありがたく感

じています。これからも、安全第一で確実に業
務を行っていただきたいと考えていますし、集
配業務がより改善できるように連携していき
たいと考えています。
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第1節　信書便事業とは

コラム
column 公文書集配業務の

信書便事業者への委託状況

注：信書便利用についての対外公表をご了解いただいていない自治体等は含まれておりません。

令和５年３月及び６月実施のアンケート調査を基に作成

札幌市
函館市

秋田県
秋田市

山形市
酒田市

会津若松市
二本松市

群馬県
高崎市

栃木県
宇都宮市

東京都
千代田区
港区
台東区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
杉並区
豊島区
荒川区
練馬区
足立区
葛飾区
江戸川区
八王子市
立川市
武蔵野市
三鷹市
府中市

神奈川県
相模原市
平塚市
小田原市
茅ヶ崎市

沖縄県

静岡県
浜松市
沼津市
富士宮市

名古屋市
一宮市
豊田市

四日市市
鈴鹿市

京都府
京都市
亀岡市

香川県
丸亀市

愛媛県
松山市
今治市
伊予市
愛南町

熊本県
熊本市
上天草市
天草市

鹿児島県
鹿児島市
鹿屋市
南九州市

長崎市
島原市
諫早市
西海市

佐賀県
佐賀市
伊万里市

福岡県
北九州市
福岡市
春日市
宗像市
糸島市

島根県
出雲市
益田市
雲南市

神戸市
尼崎市
明石市
西宮市
宝塚市
丹波市

倉敷市
津山市
赤磐市

広島市
三原市
三次市
東広島市
廿日市市
神石高原町

日田市

金沢市

福井市

鳥取市

美馬市

滋賀県
大津市
湖南市

富山県
富山市

新潟県
長岡市

岐阜市
多治見市
美濃加茂市
各務原市

青森県
八戸市
五所川原市
中泊町

長野県
長野市
松本市
須坂市
安曇野市

大阪府、大阪市
堺市、豊中市
高槻市、守口市
枚方市、八尾市
東大阪市、交野市

千葉市
市川市
船橋市
柏市

さいたま市、川口市
行田市、東松山市

一関市

宮城県
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信書便事業者
信書便年報（令和５年度版）

の声

グループ会社の事業所間における
信書の送達を行っております。

滋賀県に本社を置くＡ社は、令和３年から信書便事業に参入し、１号役務を展開しています。
以下は、このサービスのご担当者からお聞きした話です。

普段どのような信書を
取り扱っていますか。

Q

信書便事業に参入することとした
経緯を教えてください。

Q

信書便の業務の流れを
教えてください。

Q

コラム
column

A 

元々、グループ会社が事業所間で
やり取りする社内便の配送を、軽貨

物運送事業として行っていましたが、信書も
取り扱うことができるよう、信書便法に基づく
特定信書便事業の許可を受けました。

A 

まず、入社時には個人情報保護に
関する教育を実施し、秘密保持誓約

書を取り交わします。また、定期的に総務省発
行の資料や信書便年報等を使用して、社内研
修会を実施しています。その他、一般社団法
人信書便事業者協会の講習会も毎年欠かさ
ずに受講しています。

信書の秘密の保護などについて、
従業員に対する教育としては、
具体的にどのような取組を
されていますか。

Q

サービスの提供に当たって
苦労された点は何ですか。

Q

A 

A 
グループ会社の事業所等６拠点
に、毎朝決められた時刻に引受けに

赴き、別の拠点まで配達しています。配達時間
が決められており、少しでも遅れるとその後
の作業工程に影響が出るため、時間にズレが
生じないよう心掛けています。

A 
引受先、配達先ともに限られた拠
点のみであり、集配ルートも決めら

れていますが、引受けや配達の時刻が決めら
れている関係で、工事や事故による交通渋滞
や、異常気象による道路の通行止め等への対
応に苦労しています。運転手間の情報共有
や、信書便管理者から的確な指示ができるよ
う心がけています。
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103 113
120 121 120 113 112 112 113 112 110 108 107 104 98

235
263

295
320

344 355
377

412
436 449
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500
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192
213 221 222 227

245
262 268

283 291 297
308 302

103

2121

113 120 121 120 113 112 112 113 112 110 108 107 104 98

235

2222
41

317
346

374 397
412

436
469

495 510
532 548

567 586 583

263
295

320
344 355

377
412

436 449
467

482
500

519 521

141

1515

164
192

213 221 222 227
245

262 268
283 291 297

308 302283

１号役務（長さ・幅・厚さの合計が73㎝超又は重量が４㎏を超える信書便物を送達する役務）

特定信書便事業者数

２号役務（差し出されたときから３時間以内に信書便物を送達する役務）
３号役務（料金の額が800円超の信書便物を送達する役務）

※複数の役務を提供する事業者がいるため、事業者数と役務の種類別提供者数の合計は一致しません。

（事業者数）

600

500

400

300

200

100

0 平成
20年

平成
15年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

平成
28年

平成
29年

平成
30年

令和
元年

令和
2年

令和
3年

令和
4年

 一般信書便事業への参入はないものの、
特定信書便事業への参入は増加を続けて
おり、令和４年度末時点で583者となって
います。
 役務別に見ると、１号役務と３号役務を提
供する事業者の割合が多くなっています。

 このうち１号役務については地方公共団
体における公文書集配業務の受託を見込
んで、また３号役務については高いセキュ
リティを必要とする信書便物も取り扱える
よう、許可を取得する事業者が多いためと
考えられます。

図表1 事業者数及び役務の種類別提供者数の推移（年度末時点）

信書便事業の現況第2節

参入事業者数と役務の種類別提供者数の推移1
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1千万円未満
85者（16.8％）

1億円未満
356者（70.2％）

10億円未満
51者（10.1％）

10億円以上
15者（3.0％）

専門・技術サービス業

労働者派遣業

生活関連サービス業

倉庫業

飲食サービス業

その他サービス業

貨物運送業

警備業

障害者福祉事業

建物サービス業

卸売業・小売業

情報通信業

436

38

17

17

10

6

6

6

5

5

5

4

旅客運送業

運輸に付随するサービス業

建設業

製造業

廃棄物処理業

不動産業

計

※583者のうち個人事業者は11者

業種別 事業者数 業種別 事業者数 業種別 事業者数

4

3

2

1

1

17

583

図表2 会社形態の参入事業者（５０７者）の資本金規模（令和４年度末時点）

図表3 参入事業者が営む主たる事業（令和４年度末時点）

参入事業者の規模、主たる事業2

　信書便事業者のうち会社形態の事業者を
資本金別に見ると、１億円未満が全体の約
87％を、その中でも１千万円未満が約17％
を占めており、会社形態以外の個人事業者
が11者いることをあわせ考えると、小規模
な事業者による参入も比較的容易であると
みることができます。

　また、参入事業者が信書便事業の他に営
んでいる事業としては、貨物運送業が大多数
を占めており（約75％）、その他に警備業、障
害者福祉事業、建物サービス業などがみら
れます。
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※複数の役務を提供する事業者がいるため、事業者数と役務の種類別提供者数の合計は一致しません。

北海道

東 北

関 東

東 海

近 畿

四 国

九 州

北 陸

信 越

1819
10

11

2325

2

15

167202

19

86

1616
3
9

13154

5

7678

5

49

8298

19

58

1212
2

8

6972
23

34

中 国

33
8

17
34

沖 縄

12
12
3

10

事業者数 1号役務 2号役務 3号役務

地域別参入状況3

図表4 地域別事業者数（本社所在地別）及び役務別提供者数（令和４年度末時点）

第2節　信書便事業の現況

　本社所在地別の参入事業者数は、関東が202者（約35％）と多く、次いで近畿の98者
（約17％）、東海の78者（約13％）の順となっています。
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1号役務 2号役務 3号役務

平成15年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成30年平成29年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

（万通）
2,200

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

00

00

277277 306306 357357

104104
139139

223223

1515

4545
6363

4949

約425万通約425万通

約507万通約507万通

約628万通約628万通

446446

341341

4646

約833万通約833万通

579579

399399

6464

約1,041万通約1,041万通

681681

442442

6969

約1,192万通約1,192万通

830830

462462

6969

約1,361万通約1,361万通

980980

489489

9393

約1563万通約1,563万通
530530

7777

約1,785万通約1,785万通

539539

7676

約1,911万通

558558

8585

約2070万通約2,070万通

535535

8787

約2,085万通

533533

7171

約2,105万通

502502

7676

約2,006万通

496493

5353

約2,000万通

約15万通約15万通

1,1781,178

1,2951,295
1,4281,428

1,4621,462
1,5011,501

1,4271,427
1,4541,454

　令和４年度においては全体で約2,000万通
となり、前年度比0.3%の減少となっています。

役務別の引受通数は、１号役務が約1,454
万通（72.7％）、次いで３号役務が約493万
通（24.7％）、２号役務は約53万通（2.7％）
となっています。

図表5 役務別引受通数の推移（年度別）

引受通数の推移4
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図表7 参入事業者数と売上高の推移（年度別）

図表６ 役務別売上高の推移（年度別）
（億円）

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

平成15年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成30年平成29年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

00
0.20.2
00

15.315.3
1.21.2
18.118.1

43.243.2

1.41.4
24.324.3

60.160.1

1.61.6
29.229.2

66.166.1

1.81.8

38.538.5

68.468.4

2.02.0

44.144.1

約115億円約115億円

70.270.2

1.91.9

56.056.0

約128億円約128億円

75.975.9

3.43.4

66.866.8

約146億円約146億円

84.384.3

2.32.3

81.981.9

約169億円約169億円

86.586.5

2.42.4

91.291.2

約180億円約180億円

88.788.7

2.62.6

102.0102.0

約193億円約193億円

85.985.9

2.72.7

104.6104.6

約193億円約193億円

81.181.1

2.62.6

114.6114.6

約198億円約198億円

78.078.0

2.52.5

102.6102.6

75.575.5

2.32.3

103.2103.2

約183億円約183億円 約181億円約181億円

約106億円約106億円
約91億円約91億円

約69億円約69億円

22.422.4
1.41.4
19.219.2

約43億円約43億円
約35億円約35億円約0.3億円約0.3億円

1号役務 2号役務 3号役務

売上高 事業者数
※事業者数は各年度末現在の数字です。

【事業者数（各年度末現在）】
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

【売上高（億円）】

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

平成15年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成30年平成29年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

4141

283283
317317

346346
374374 397397 412412 436436

469469
495495 510510

532532 548548 567567 583583586586

0.30.3
3535 4343

6969
9191

106106 115115 128128
146146

169169 180180 193193 193193 198198 181181183183

令和４年度においては、全体で約181億円
となり、前年度から1.1％の減少となりました。
 役務別に見ると、売上高総額のうち、１号役

務が約103.2億円（57.0％）、次いで３号役務
が約75.5億円（41.7％）、２号役務は約2.3億
円（1.3%）となっています。

第2節　信書便事業の現況

売上高の推移5

　参入事業者数と売上高の推移を比較する
と、近年は事業者数の増加を上回るペースで

売上高が増加していましたが、令和４年度に
おいては事業者数と売上高は前年度比でそ
れぞれ微減しています。

事業者数と売上高の比較6
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第 2 章第 2 章
信書便事業に関する取組

　信書便事業は平成15年から新たに参入が可能となりました。
　平成27年には信書便法が改正されたこともあり、総務省では、全国
各地で信書便事業に関する周知・広報に取り組んでいます。
　また、個人情報の保護に関する国民の意識が高まる中、信書便事業
分野においても適切に個人情報保護が図られるよう、総務省としても
必要な施策を講じているところです。
　この章では、こうした信書便事業に関する総務省の取組や、業界団体
の活動のほか、信書便事業に参入する際の行政手続きや参入後の留意
事項についてご紹介します。

第1節
第2節
第3節

他人の信書の送達に関する適法性の確保
信書の送達に関する制度の周知
信書便事業に関する施策・業界の動向

第4節 信書便事業に参入するには

1 個人情報保護の推進
2 信書の送達サービス受付用への115番の使用について
3「特定信書便マーク」について
4 信書便事業者協会の活動について

1 事業開始までの流れ
2 事業の実施に関する許認可の基準
3 事業開始後の遵守事項
4 事後的な監督

20
23
25

31
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他人の信書の送達に関する
適法性の確保

他人の信書の送達の事業は、原則として、
日本郵便株式会社と信書便事業者のみが行
うことができ、郵便局のゆうパックやゆう
メール、宅配事業者の宅配便やメール便で
は、原則として、信書の送付はできません。
こうしたルールが法律で定められている
理由は、信書の送達が、宅配便やメール便の
ような「物の運送」ではなく「通信」手段の一
つであるためです。
総務省では、こうした法律の趣旨について、

信書の送達に関する制度説明会（P23参
照）などで周知するほか、これに違反すると
認められる事案に対して、差出人と送達事
業者の双方に対し、再度繰り返すことのな
いよう、説明・指導をしています。
総務省としては、今後とも、こうした法律

の趣旨について周知を進めるとともに、法律
に違反すると認められる事案に対して指導
をしてまいります。

信書の送達に関する信書の送達に関する Q&A Q&A 

封筒に「親展」とあったら
すべて「信書」にあたりますか?

封筒に「親展」と記載が
あっても、必ずしも信書
に該当するとは限りま

せん。信書に該当するか否かは、
その封筒に収められた文書の内
容が、特定の受取人に対して意
思を表示したり、事実を通知する
ものであるか否かによって判断さ
れます。

A A 
Q1Q1

A A 
Q2Q2

個人情報が含まれる文書は
すべて信書にあたりますか？

信書に該当するか否か
は、個人情報を含むか
否かによってではなく、

その文書の内容が、特定の受取
人に対して、差出人の意思を表
示したり、事実を通知するもの
であるか否かによって判断され
ます。

会社内での他部署あての文書も
信書にあたりますか?

会社内のある部署から
別の部署にあてた場合
でも、差し出す部署から

の意思を表示し、又は事実を通知
する文書であれば、信書に該当し
ますので、遠隔地に所在する別の
部署への送付を外注する場合は、
郵便又は信書便を利用する必要
があります。

A A 
Q3Q3

A A 
Q4Q4

法人あての文書は
信書にあたりますか?

受取人は個人か法人か
を問いません。差出人
がその意思の表示又は

事実の通知を受けるものとして
特に定めてあれば、「○○会社 御
中」と記載された場合、「○○会
社」に対しての意思の表示又は
事実の通知となるため、信書に
該当します。

◯◯部署 御中

◯◯会社 御中

親展
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信書の送達に関する信書の送達に関する Q&A Q&A 

個別のプランを提案しているようなものは、特
定の受取人に対して差出人の意思を表示する
文書なので、信書に該当します。これを封書等

で顧客に送る場合は郵便又は信書便をご利用ください。

A A 

Q5Q5

A A 

Q6Q6

保管のために他の部署に送ることは、組織の中
での物理的な移動に過ぎないと解されるので、
このような場合は信書の送達には該当しません。

　ただし、契約を締結したという事実を通知するために
当該契約書を送付することが明らかな場合（「支店でこ
のような契約を締結したので報告します」という文書が
添付されている場合等）は、信書の送達に該当します。

他社と結んだ契約書を、保管のた
めに支店から本社に送付すること
は、信書の送達に該当しますか？

A A 

Q9Q9
各種試験の合否や得点・偏差値等を記載し
た文書を、その内容を通知するために送付す
る場合には、差出人から特定の受取人に対し

て意思を表示したり、事実を通知する文書であるた
め、信書に該当します。

各種試験の合否や得点・偏差値等
を記載した文書は信書に該当し
ますか？

A A 
Q10Q10

履歴書は、一般的に、応募する会社等に対し
自らの経歴や資格等の情報を通知する文書
であり、応募者から会社等に送付する場合

は、特定の受取人に事実を通知する文書となるため、
信書に該当します。
　また、会社等による選考後、当該履歴書を応募者に
返送する場合は、応募者への合否の通知という信書を
送付する際に同封することが一般的であるため、郵便
又は信書便で送付する必要があります。
　なお、会社等から応募者に履歴書を単体で返送する
場合は、会社等から応募者に対して意思を表示したり
事実を通知する文書ではないため、信書には該当しま
せん。

履歴書は信書に該当しますか？生命保険の勧誘のためのパンフレットに、
勧誘相手（顧客）に関する独自の保険プラ
ンを作成して提案するような内容を盛り
込んでいる場合、信書に該当しますか？

約款の記載内容は特定の人に対するもので
はないため信書には該当しません。このため、
金融機関が口座を開設したお客様に対して、

例えばキャッシュカード（信書には該当しません）に約
款を同封して送る場合は郵便・信書便以外のサービス
を利用しても問題ありません。

A A 
Q7Q7 金融機関などが発行している約款を

お客様に送る場合はどうですか？

市販されている製品の取扱説明書は、広くそ
の製品の使用者一般に対し、その製品の使用
方法や使用上の注意などの意思を表示し、又

は事実を知らせるものであり、特定の受取人に対する
ものではないため、信書には該当しません。
【類例】
市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェア
などの取扱説明書、約款、目論見書

A A 
Q8Q8 市販されている製品の取扱説明書

は信書に該当しますか？
A A 

Q11Q11
車検証は、陸運局等が自動車の所有者に対し
て、登録された自動車が保安基準に適合して
いること及び記載された所有者が所有権を

有しているという事実を通知したり、意思を表示する
文書であり、信書に該当します。
　一方、自動車の所有者が受領した後においては、その
車検証による事実の通知や意思の表示が既になされた
後であるため、その原本もコピーも、信書に該当しません。
【類例】
血統書、合格証書、産業廃棄物管理票、点検表・調査報告書・
検査成績票・品質証明書その他の点検・調査・検査などの結
果を通知する文書

車検証は信書に該当しますか？
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信書の送達に関する信書の送達に関する Q&A Q&A 

証明書や許可書は、発行
元からその証明や許可を
受ける者へ送付する場合

は信書に該当しますが、その証明書
等を受領した者が、他所に原本やコ
ピーを送付する場合は、信書に該当
しません。

A A 
Q12Q12

A A 

Q14Q14

そのプレゼントの送付に密接に関連し、貨物
に従として添えられる簡単な通信文（「添え
状」・「送り状」の範囲）でしたら、問題ありま

せん。プレゼントを送るきっかけとなったお祝いの言
葉や一般的な挨拶の文言などは許容範囲と言えます。

ある人に誕生日プレゼント（貨物）
を送るにあたって、その中にメッ
セージ文を同封したいのですが、
このような方法は、郵便法違反に
あたりませんか？

A A 
Q15Q15

「無封」とは、（１）封筒等に納めていない状
態、（２）封筒等に納めて納入口を閉じていな
い状態のことをいいます。また、封筒等に納め

て納入口を閉じている場合であっても、（３）当該封筒
等が透明であり容易に内容物を透視することができる
状態、（４）当該封筒等の納入口付近に「開閉自由」等
の表示（※）をするなど運送営業者等が内容物の確認
のために任意に開閉しても差し支えないものであるこ
とが一見して判別できるようにしてある状態も「無封」
に含まれます。

※表示の例 
●「開閉自由」
●「添え状・送り状につき開封可」
●「添え状＊本状は、郵便法により（内容を確認するため）開
封する場合がございますので、予めご了承ください。」（百貨
店等でお客様がお持ちになった封をした添え状を贈答品
に添付して送付する場合の表示例）

添え状・送り状の「無封」とはどう
いう状態のことですか？

A A 

Q16Q16

会場に届けられたメッセージが紙などの文書
になると信書になりますが、それをその場で、
他人が名宛人に手渡したとしても、信書を送

達したとまでは言えません。
　しかし、その文書を自宅へ送付する場合は、他人の
信書を送達することに該当しますので、郵便又は信書
便をご利用ください。

結婚式や葬儀の会場に、インター
ネットやファックス等により祝辞や
弔辞等のメッセージを送った場合、
このメッセージ（プリントアウトした
もの）を当該会場内で名宛人に手
渡す行為は、他人の信書の送達に
あたりますか。また、その文書を後
で名宛人の自宅へ送付することに
ついてはどうですか？

自己の証明書のコピーを家族に送
ることは信書の送達になりますか？

貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付
するために従として添付される無封の添え状
（※）・送り状は信書に該当しますが、貨物に添

えて送付することができます（郵便法第４条第３項）。

●貨物の処理に関する簡単な通信文
●貨物の送付目的を示す簡単な通信文
●貨物の授受または代金に関する簡単な通信文
●貨物の送付に関して添えられる挨拶のための簡単な通信文
●その他貨物に従として添えられる簡単な通信文であって、  
　上記に掲げる事項に類する簡単な通信文

A A 
Q13Q13 どのような文書が

添え状・送り状にあたりますか？

※添え状とは：送付される貨物の目録や
　性質、使用方法等を説明する文書および
　当該貨物の送付と密接に関連した以下に
　掲げる簡単な通信文が該当します。

証明書

証明書

証明書

証明書

送り状

添え状
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信書の送達に関する
制度の周知

（参加事業者／利用者数）：団体数 （実施箇所数）
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図表8 信書の送達に関する制度説明会の実施状況（累計）

第2節

総務省では、信書を適切に送っていただ
き、また信書便事業について知っていただく
ため、信書の定義や信書便制度などに関す
る説明会を開催しています。
令和４年度は、この説明会をｗｅｂ会議シ

ステム又は対面により４回開催し、信書便の
利用の検討等をされている117団体、信書
便事業への参入の検討等をされている70
団体に参加いただきました。

説明会は、年度ごとに開催時期や開催場
所を検討しておりますので、ご関心をお持ち
の方は、総務省又は各総合通信局・沖縄総
合通信事務所のホームページをご覧いただ
くか、お電話等にてお問い合わせください
（Ｐ53参照）。
また、説明会に参加できない等の事業者
や公的団体等に総務省職員が個別訪問等
による説明も行っています。
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■ＤＶＤ「知っておきたい信書のルール」

■信書の送達に関する制度周知ポスター ■信書便年報

このような説明活動以外にも、信書の送
達に関する制度に係る周知活動として、信書
制度の周知用ポスターの国民の目に触れや
すい場所（地方自治体や事業者等）への掲示
にも取り組んでいます。また、その他次のよ
うな取組を行っています。 
・信書の送達に関する制度周知用チラシ
　の配布
・信書便年報の配布

・信書の定義解説ＤＶＤ「知っておきたい
信書のルール」の作成、総務省ホーム
ページ及びYouTubeへの動画掲載

・「特定信書便事業のご案内」パンフレッ
トの配布

・ 総務省ホームページ「信書便事業の
ページ」での周知広報（Ｐ52参照）　等
総務省では、引き続き、信書の送達に関す

る制度の周知に努めることとしています。
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信書便事業分野においては、憲法上の要
請に基づき信書便法に規定されている信書
の秘密の保護に加え、個人情報についても
個人情報の保護に関する法律（平成15年法
律第57号。以下「個人情報保護法」という。）
に基づき、その適正な取扱いを確保すること
が重要です。
総務省では、信書便事業者が信書の秘密

に属する事項その他の個人情報の適正な取
扱いの確保に関して講ずべき措置について、
その適切かつ有効な実施を図るための指針
として、平成20年３月に「信書便事業分野に
おける個人情報保護に関するガイドライン」
を定めました。また、ガイドラインの内容を分
かりやすく説明している「信書便事業分野に
おける個人情報保護に関するガイドライン

の解説」を併せて定めています。
信書便事業者はこのガイドラインに基づ

き、氏名や生年月日など特定の個人を識別
する情報、いわゆる個人情報の取扱いについ
て、例えば利用目的をできる限り特定するこ
とや、本人の同意を得ない第三者提供を制
限することなど、適正な取扱いをすることが
求められています。
信書便事業者は、このガイドラインの規定

に加え、信書便管理規程（Ｐ32参照）におい

個人情報保護の推進1

第3節
信書便事業に関する
施策・業界の動向

【参考】                                           令和２年改正個人情報保護法の概要
・　利用停止・消去等の個人の請求権について、不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、個人の権利
又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも要件を緩和
・　保有個人データの開示方法について、電磁的記録の提供を含め、本人が指示できるようにする
・　個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できるようにする
・　６か月以内に消去する短期保存データについて、保有個人データに含めることとし、開示、利用停止等
の対象とする
・　オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの範囲を限定
・　漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合に、委員会への報告及び本人への通
知を義務化
・　違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法による個人情報の利用の禁止
・　氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和
・　提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られて
いること等の確認を義務付け

令和３年改正個人情報保護法の概要
・　個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の３本の法律を１本の
法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的
な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化
・　個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関
する規律を明確化

信書便事業分野における個人情報保護に関する
ガイドライン　（令和４年個人情報保護委員会・総務省告示第３号）

信書便事業分野における個人情報保護に関する
ガイドラインの解説 

信書便事業分野における個人情報の保護について
（総務省ホームページ）
https://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_ joho/index.html
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図表9

図表10

て、顧客情報を安全に管理するよう措置を講
じることになっています。
なお、自身の個人情報に対する意識の高

まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバ
ランス、越境データの流通増大に伴う新たな
リスクへの対応等の観点から、令和２年６月
に個人情報保護法が改正され、また、令和３
年５月に個人情報保護法の一部改正を含む
デジタル社会の形成を図るための関係法律
の整備に関する法律（令和３年法律第37
号）が公布されたこと等に伴い、「信書便事

業分野における個人情報保護に関するガイ
ドライン」及びその解説についても改正しま
した。
このガイドラインは、個人情報保護委員会
が策定した「個人情報の保護に関する法律
のガイドライン」に準拠した内容とした上で、
個人情報保護法と信書便法における「信書
の秘密」の保護に関する規定との整合性を
確保するために必要な、信書の秘密に係る
個人情報の取扱いに関する特例規定を追加
したものとなっています。

信書便事業分野のガイドライン・解説

個人に係る信書の秘密

共通ガイドライン

「信書の秘密」に係る規定
（上乗せ）

【信書便事業分野のガイドラインにおける信書の秘密に係る個人情報の取扱いに関する主な特例規定】
・　信書便事業者は、個人情報保護法で例外的に個人情報の目的外の利用が認められる場合であって
も、利用者の同意がある場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、信書の秘密に係る個人
情報を取り扱ってはならない（第５条第４項）。
・　信書便事業者は、利用者の同意がある場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、信書の
秘密に係る個人情報を取得してはならない（第7条第３項）。
・　信書便事業者は、個人データを第三者に提供するに当たっては、信書の秘密の保護に係る信書便法第
５条その他の関連規定を遵守しなければならない（第15条第10項）。

例）差出人・受取人の氏名、
　  住所等

　信書便法に基づく「信書の
秘密」の保護が求められると
同時に、個人情報保護法に基
づく規律の対象にもなる。

個々の信書の送達に
関連しない個人情報
例）商品開発のアンケート
　　で取得した個人情報

　基本的に「信書の秘密」の
保護の対象外だが、個人情報
保護の対象となる。

信書便事業分野のガイドライン・解説と個人情報保護委員会が策定した共通ガイドラインとの関係

「信書の秘密の保護」と「個人情報の保護」との関係

信書便法

個人情報保護法
+

法人等情報 個人情報

信書の秘密
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総務省では、平成20年4月から「信書の送
達サービス受付用への115番の使用に関す
る検討会」を開催し、NTTの電報受付用の電
話番号として使用されてきた115番について
利用者の利便性確保の観点から検討を行
い、電報と遜色のないものである等一定の条
件（受付時間、配達時間、配達地域等）の下、
特定信書便事業者が提供する電報類似サー
ビスの受付用に115番を使用することは問
題ないとの結論を得ました。これを受けて、平
成21年6月1日に、総務省において「電気通
信番号規則の細目を定めた件（告示）」の一
部改正を行い、115番は電報受付用に加え、
特定信書便事業者が提供する電報類似サー
ビス（提供条件が電報に準ずる特定信書便
役務）の受付用にも使用可能となりました。
また、告示改正にあわせて、利用者の利便
性確保のため、検討会報告書が求める115
番により信書の送達サービス受付を行う場
合の利用者への周知方法や基本的なサービ
ス水準等、その具体的内容を定めた「信書の
送達サービス受付用への115番の使用に関
するガイドライン」が社団法人（現一般社団

法人）電気通信事業者協会において策定さ
れました。
そして、平成22年2月から115番ダイヤル
からの接続による電報類似サービスの提供
を一部の事業者が開始し、平成23年7月か
らは一部の携帯電話端末から、平成24年8
月からは一部のIP電話から、それぞれ115番
ダイヤルを通じたサービス利用も可能となり
ました。さらに、平成28年2月から他の事業
者が115番ダイヤルからの接続による電報
類似サービスの提供を開始し、国民利用者
の選択肢の多様化や利便性の向上につな
がっています。
その後、令和元年５月に新たな電気通信
番号制度が始まり、電報及び電報類似サー
ビスの受付には引き続き115番を使用する
ことが、「電気通信番号計画（告示）」におい
て定められています。
このように、告示及びガイドラインに沿っ
た形で115番が使用されることにより、多様
で利便性の高い電報や電報類似サービスが
提供されることが期待されるところです。

信書の送達サービス受付用への115番の使用について

電報類似サービス受付用（電報に準ずる特定信書便役務）への115番の使用形態

2

従  

来

現  

在

NTT東西網

他の電気通信事業者網

NTT東西網

他の電気通信事業者網

115番
により発信

115番
により発信

●115番により電報類似サービスのみに接続する場合には、
利用者保護のため、サービスの水準や基本的な提供条件
が電報と同様に近いものとなるようガイドラインを策定

NTT

電  報

受付 配達

特定信書便事業者

電報類似
サービス

受付 配達

NTT

電  報

受付 配達

●115番による受付の場合に限り、電報と遜色のないサービスであるべき
●特定信書便役務として許可されたものであるべき

接続

接続
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特定信書便事業者から、信書を取り扱う
ことが可能であることを明解に示すシンボ
ル類の制定に対する要望が強く寄せられて
きたことを踏まえ、平成22年３月に、総務省
において特定信書便事業者であることを示
す「特定信書便マーク」を制定しました（下
図）。総務省ではこのマークの制定により、

①利用者が特定信書便事業者を容易に識
別可能となる、②特定信書便事業者に対す
る信頼性の向上を通じ、特定信書便事業全
体の活性化に資する、③特定信書便事業者
自身の適正な業務運行継続のインセンティ
ブとなる、という効果を期待しています。

このマークは､総務省が特定信書便事業
者の応募の中から公正に選定したものです。
平和の象徴であるハトが、「信書」を運ん

でいる姿を表現したもので、古代から通信を
担ってきた伝書鳩が､信書を安全・確実に送
り届けることをイメージさせる作品です。背
景のブルー色は、「希望」「冷静」のイメージ
（“Blue Bird”＜青い鳥・希望の鳥＞）から、
リボン付きの信書を大切な相手に向けて無
事に届ける願いを込めています。

「特定信書便マーク」について3

マークのデザイン

本マークは、総務省が商標登録をしてい
ます。特定信書便事業者は、総務省から商
標に係る通常使用権の許諾を受けることに
より､特定信書便マークを無料で使用する
ことができます。現在、約250の特定信書便
事業者が利用しています。

マークの使用

●色（JIS 慣用色名）／コバルトブルー
●マークの大きさ（縦・横の比率）
　縦：横＝1：1

●実際の使用例
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◎講習会の概要（管理者向け講習会の例）

・講習①：信書便管理者が理解しておくべき
 事項
・講習②：信書便事業運営のポイント
・理解度テスト
・修了証の交付

参入事業者の増加に伴い､信書便事業者
同士の情報交換や業界の周知・信頼性向上
を図っていこうとする機運が高まり、信書便
事業の分野においても、業界団体の設立を呼
びかける事業者が出て来ました。
そのような中で、平成23年９月６日に、呼

びかけに応じた100者程度の事業者による
設立総会が催され、自発的な任意団体として
の「信書便事業者協会」が発足しました。
同協会では、平成24年１月にＨＰを立ち上

げ、同年３月に第１回定時総会を開催しまし
た。平成24年度からは交流・コンプライアン
ス委員会と広報・環境委員会を立ち上げてタ
スク活動を始めるとともに、「信書便事業の
活性化に関する研究会」の開催、業界誌への
協会関係記事掲載の働きかけ、業界誌での
信書便事業に関する座談会の開催など、各
種活動を精力的に実施してきています。
さらに今後の信書便事業の周知・拡大にま
すます大きな役割を果たしていくとともに責
任ある立場で業界をけん引し、社会的な信頼
を得ていくためには法人化が絶対必要である
という考えから、平成24年10月に臨時総会に
おいて一般法人化について承認されました。
平成25年１月４日、同協会は、信書の送達

の事業を営む事業者が、その業務の適正な
運営を確保するとともに、事業者同士の情報
交換、連携を行い業界全体の活性化を図る
ことにより、信書便利用者に対する更なる
サービスの向上を行い、会員の事業拡大の機
会を拡げることを目的として、一般社団法人
に移行しました。令和５年６月末日現在、119
者が会員となっています。
同協会では、総務省の情報通信審議会の

「郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵
便・信書便市場の活性化方策の在り方」第２

次中間答申（平成26年12月４日）の提言に
基づき、利用者の視点に立った信書便事業の
健全な発達に係る業界の自主的な取組を促
進することの一環として、①講習会の実施、②
自治体視察会、③顧問会議の開催、④優良信
書便事業者表彰の実施、⑤信書制度に関す
る利用者への周知等に取り組んでいるところ
です。

①講習会の実施
信書便事業者の社会的信用の維持向上と
信書便事業の適正な実施を確保するため、
全国すべての地域を対象に主にオンライン形
式講習会を開催し、ハイブリッド形式（集合と
オンライン）講習会も交えながら開催してい
ます。
平成30年から信書便管理者向け講習会に
加え、初級管理者向け講習会及び従事者向
け講習会の実施もスタートさせました。令和
２年は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り従前の集合型講習会を実施することがで
きない状況となりましたが、同協会は新しい
生活様式に即した講習会開催方法としてオ
ンライン形式の講習会を同年12月に実施を
開始し、令和５年はオンライン形式の講習会
と、ハイブリッド形式の講習会を合わせて14
回開催しました。
講習会の新しい試みとして個別訪問講習
会も実施しています。

信書便事業者協会の活動について4
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②自治体等視察
　毎年視察会を予定しています。令和４年は
７月に札幌市にて10月には美濃加茂市にて
視察会を実施しました。また、令和５年は８
月に大阪にて信書便事業者の３号役務の視
察を行いました。
③信書便事業者協会顧問会議の開催
　信書便事業者協会におけるガバナンスの客
観性・透明性を担保するため、会長の諮問機
関として、外部有識者を構成員として平成28
年度に設置し、年２回以上開催しています。
④優良信書便事業者表彰の実施
　適正な業務運営の確保、利用者に対する
サービス向上及び事業機会の拡大を図る
ため、これらに貢献する活動を行った者を
表彰する制度を平成28年度に創設し、表彰
しています。

⑤信書の制度に関する利用者への周知
　国会における附帯決議を踏まえ、信書の
制度に関する利用者の理解及び認識を深め
るため、協会及び会員による周知活動を強化
しています。
　さらに平成30年度からは、信書便事業に
新規参入した新許可事業者向けに書類の作
成や管理方法などのアドバイスを行う支援
サービスを開始しています。

　総務省としては、関係行政機関等との連携
の下、同協会による業務の適正な運営の確
保への積極的な貢献が重要と考えており、同
協会には他の模範となる優良事業者の育成
とともに、業界全体のレベルアップへの尽力
を期待しています。

【参考】　郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方
＜平成25 年10 月１日付諮問第1218 号＞

第２次中間答申（抜粋）

2 郵便・信書便市場活性化のためのその他の規制緩和措置等
サービスの多様化・高度化等による郵便・信書便市場の活性化を図るため、以上のとおり、特定信書便
事業の業務範囲を拡大するほか、以下のとおり、迅速な事業展開を可能とするための規制緩和措置を講
ずるとともに、利用者の視点に立って、事業の健全な発達に係る業界の自主的な取組を促進することが
必要である。

（１）信書便の約款・業務委託に係る認可手続の簡素化と業界の自主的取組の促進

  ③事業の健全な発達に係る業界の自主的な取組の促進
信書便事業には法制定時の想定を超える多種多様な業態からの参入があり、今般の業務範囲の拡
大によりこの傾向がより強まることが想定されるとともに、約款に係る認可手続の簡素化により事後
規制に重点が移ることとなる。これに伴い、事業者の社会的信用の維持向上と事業の適正な実施の確
保といった信書便事業の健全な発達に係る業界の自主的な取組が従来に増して重要となることから、
広報活動や講習会の実施、利用者保護等の信書便事業者団体の自主的な取組を促進することが適当
である。

連絡先

一般社団法人 信書便事業者協会 事務局
東京都港区台場1丁目6番1号  デックス東京ビーチ  6階
TEL：03-5500-5959　　
E-mail : jimu@shinsho-bin.com
http://shinsho-bin.com/
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事業概要事業概要事業概要

6
　事業を開始したら、その旨を届け出ます。

信書便事業の開始と届出

5
　❹を審査し、第三者的な立場の審議会への諮問
を経て、それぞれについて認可します。

審査・審議会への諮問・認可

4
　サービスの提供条件について定める約款と、業務
の管理に関する内部規程（管理規程）を作成して、認
可を申請します。※信書便約款は、総務大臣が定め
た標準信書便約款と同一のものを定めた場合は、認
可の申請は必要ありません（標準信書便約款を定め
た告示は、総務省ホームページで参照可能）。

信書便約款・信書便管理規程の認可の申請

3
　❷の提出書類を審査し、第三者的な立場の審議会
への諮問を経て、事業を許可します。

審査・審議会への諮問・許可

2
　❶で固まった内容で事業計画を作成し、事業収支
見積書などを添付して許可を申請します。

信書便事業の許可の申請

　信書便サービスを提供するためには、①
信書便事業の許可、②信書便約款（サービス
の提供条件について定めたもの）の認可、③

信書便管理規程（信書便物の秘密を保護す
るための業務上の管理方法について定めた
もの）の認可、を得ることが必要です。
　以下に、サービスの提供開始までの一
般的な手続の流れを紹介します。

信書便事業に参入するには

事業開始までの流れ1

事業開始までの主な手続

　予定しているサービスの内容などを踏まえ、申請
内容を総合通信局等の信書便監理室（Ｐ53参照）と
相談します。

1 相談

※特定信書便事業（Ｐ４参照）の場合は、
　❷と❹の同時申請が可能です。

※この他、一般信書便役務の料金の届出や他の運送事業者への業務委託
　又は他の信書便事業者との協定を行う場合の認可申請などもあります。

申請者 信書便監理室

事業概要

事業概要事業概要事業概要許可申請書

事業概要事業概要事業概要許可申請書

許可通知書

審議会

許可状

第4節
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事業の実施に関する許認可の基準2

　信書便事業の実施に関する主な許認可の基準は以下のとおりです。

信書便事業の許可の基準　111

信書便管理規程の認可の基準133

▶ 事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること
　 （受取人への手交や確実な受箱投函＜郵便・新聞受箱等への投函＞）
　
▶ （一般信書便事業のみ）全国の区域において、一定の基準に適合する方法で
　 一般信書便物の引受けや配達を行う計画が含まれていること
　 （信書便差出箱＜ポスト＞の設置、週５日以上の配達など）
　
▶ その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
　  ・交通法令の遵守（３時間以内の送達の役務）
　  ・適正かつ明確な収支見積の算出
　
▶ 事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること
　  ・財産的基礎
　  ・関係行政庁の必要な許可

▶ 信書便事業者の取扱中の信書便物の秘密を保護するものとして
　 適当であること
　　　　記載事項の具体例
　　　　・信書便の業務の監督等を行う信書便管理者の事業場ごとの選任
　　　　・信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法
　　　　・事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の報告、記録その他の措置
　　　　・信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施

▶ 以下に関する事項が適正かつ明確に定められていること
・信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
・信書便の役務に関する料金の収受に関する事項
・その他信書便事業者の責任に関する事項

　　　　記載事項の具体例
　　　　・大きさ及び重量の制限、包装の方法など引受け条件
　　　　・誤配達の際の措置、転送及び還付の条件
　　　　・料金の収受方法や損害賠償の条件
　
▶ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと

信書便約款の認可の基準122

A+B+Cの合計が
73cmを超え
180cm以内

（寸法は一例です）

CB

A
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第4節　信書便事業に参入するには

事業開始後の遵守事項3

　信書便事業の実施にあたっては以下の事項を遵守する必要があります。　

検閲の禁止・秘密の保護　111

還付できない信書便物の措置133

▶憲法の規定を踏まえ、信書便法では「取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない」とさ
れています。

▶また、信書便事業者の「取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない」とされており、具体的
には信書の内容、差出人・受取人の住所・氏名、その他信書に関する一切の事項を差出人・受
取人の承諾なく他人に知らせることはできません。

▶さらに、「在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守
らなければならない」とされており、具体的には信書の内
容、差出人・受取人の住所・氏名、信書便物の有無、取扱年
月日、種類、通数、その他通信の構成要素のすべてを差出
人・受取人の承諾なく他人に知らせることはできません。退
職後も同じです。

▶「取扱中に係る信書の秘密」については、捜査機関からの
問い合わせであっても、裁判所が発行する令状によらなけ
れば応答できないことになっています。

▶信書便物が何らかの理由で受取人に渡すことも差出人に返すことも
できなかった場合、一定の方法により信書便物を開くことができます。

▶それでもなお受取人に渡すことも差出人に返すこともできなかった場
合は、施錠できる場所に保管することなどが求められています。

▶上記１のとおり信書便事業として取り扱うもの（信書便物）には信書の
秘密の保護が求められていることから、信書の秘密の保護が求められ
ているものであることを明確にするために信書便事業者に対し、信書便
物であることの表示が義務付けられています。

信書便物であることの表示122
信
書
便
物

◯◯県◯◯市◯◯◯様
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事後的な監督4

報告の徴収・立入検査等111

命令・許可の取消し等122

事業実績報告書

　信書便法の施行に必要な限度で、総務大臣は、信書便事業者に対して、
以下のように報告を求めたり、立入検査等を行う場合があります。

▶報告の徴収
毎年７月10日までに、「信書便物を何通引き受けたか」、「引受けに伴ってどれだけ

の収入があったか」、「紛失などの事故があった場合はその状況」などの内容（事業実
績報告書）を、また、毎事業年度の経過後100日以内に営業の概況などの内容（事業
報告書）を報告する必要があります。

▶立入検査等
事業開始後初めて信書便物の引受実績があった場合に立入検査が行われます。
適正であると判断されると、それ以降は定期的に自主点検を行ってその結果を総
務省に報告することになっています。
なお、適正ではない場合は翌年度に立入検査を行います。また、重大な事故などが
発生した場合は、随時立入検査を行うことがあります。

　信書便の業務の適正な運営を確保するために必要な場合、総務大臣は、信書便事業者に対し
て、以下のような取消し等を行う場合があります。

▶重大な事故などの発生に伴って立入検査を行った結果、法令違反の
事実が確認できた場合は、事業を計画どおり行うよう、または改善す
るよう命令することができます。

▶また、上記の命令を行うことなく６か月以内の事業停止を命令したり、
あるいは事業の許可を取り消すこともあります。



資料編資料編

資料1 民間事業者による
信書の送達に関する法律

資料2 民間事業者による
信書の送達に関する法律施行規則
総務省ホームページ「信書便事業のページ」のご案内
信書便に関するお問い合わせ先
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目次
第一章　総則（第一条－第五条）
第二章　一般信書便事業
第一節　事業の許可（第六条－第十五条）
第二節　業務（第十六条－第二十五条）
第三節　監督（第二十六条－第二十八条）
第三章　特定信書便事業（第二十九条－第三十四条）
第四章　雑則（第三十五条－第四十三条）
第五章　罰則（第四十四条－第五十二条）
附則
　　　　　
第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための
措置を講ずることにより、郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公
平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
　　　　　
（定義）
第二条　この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。
２　この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること（郵便に該当するものを除く。）をいう。
３　この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書（その包装及びその包装に封入される信書以
外の物を含む。）をいう。

４　この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一　長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が
二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの
二　国内において信書便物が差し出された日から四日（国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に
規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。）以内（信書便物が、地理的条件、交通事情その他の
条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあっては、四日を超
え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る信書便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日
数以内）に当該信書便物を送達するもの

５　この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提
供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。

６　この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受けた者をいう。
７　この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一　長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
二　信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
三　その料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの

８　この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提
供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。

９　この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。
　　　　　

（郵便法の適用除外）
第三条　郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一　一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合
二　特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合
三　一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物
の送達を行う場合
四　一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業
者（外国の法令に準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。）が当該協定又は契約に基づき信
書便物の送達を行う場合
　　　　　

資料1 民間事業者による信書の送達に
関する法律（平成14年法律第99号）
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（検閲の禁止）
第四条　一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。

（秘密の保護）
第五条　一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
２　信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退い
た後においても、同様とする。
　　　　　
第二章　一般信書便事業
第一節　事業の許可

（事業の許可）
第六条　一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
　　　　　
第七条　（略）
　　　　　
（欠格事由）
第八条　次の各号のいずれかに該当する者は、第六条の許可を受けることができない。
一　一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過
しない者
二　一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者（当該許可
を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日（行政手続法（平成五年
法律第八十八号）第十五条第一項の通知が到達した日（同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含
む。）をいう。）前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。）
三　法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの
　　　　　
第九条　（略）
　　　　　
（氏名等の変更）
第十条　一般信書便事業者は、第七条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を
総務大臣に届け出なければならない。
　　　　　
（事業計画の遵守義務）
第十一条　一般信書便事業者は、その業務を行う場合には、第六条の許可に係る事業計画（以下この章において単に「事
業計画」という。）に定めるところに従わなければならない。
　　　　　
（事業計画の変更）
第十二条　一般信書便事業者は、事業計画の変更（第三項に規定するものを除く。）をしようとするときは、総務大臣の認可
を受けなければならない。

２　第九条の規定は、前項の認可について準用する。
３　一般信書便事業者は、総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大
臣に届け出なければならない。
　　　　　
（事業の譲渡し及び譲受け等）
第十三条　一般信書便事業の譲渡し及び譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
２　一般信書便事業者たる法人の合併及び分割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般信
書便事業者たる法人と一般信書便事業を営まない法人が合併する場合において一般信書便事業者たる法人が存続する
とき、又は一般信書便事業者たる法人が分割をする場合において一般信書便事業を承継させないときは、この限りでない。
３　第八条及び第九条の規定は、前二項の認可について準用する。
４　第一項の認可を受けて一般信書便事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて一般信書便事業者たる法人が合
併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般信書
便事業を承継した法人は、第六条の許可に基づく権利義務を承継する。
　　　　　
（相続）
第十四条　一般信書便事業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該
一般信書便事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。）が被相続人の営んでいた一般信書

資料1 民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）
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便事業を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、総務大臣の認可を受けなければならない。
２　相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通
知を受ける日までは、被相続人に対してした一般信書便事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

３　第八条及び第九条の規定は、第一項の認可について準用する。
４　第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第六条の許可に基づく権利義務を承継する。
　　　　　
第十五条・第十六条　（略）
　　　　　
（信書便約款）
第十七条　一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。）
について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２　総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一　信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する
事項その他一般信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
二　特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
　　　　　
第十八条　（略）
　　　　　
（一般信書便役務の提供義務等）
第十九条　（略）
２　（略）
３　一般信書便事業者は、第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務以外の信書便の
役務を提供してはならない。
　　　　　
（信書便物であることの表示）
第二十条　一般信書便事業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結し
た外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところによ
り、当該信書便物の表面の見やすい所に当該一般信書便事業者の取扱いに係る信書便物であることを表示しなければ
ならない｡
　　　　　
（還付できない信書便物の措置）
第二十一条　一般信書便事業者は、受取人不明その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差
出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当
該信書便物を開くことができる。

２　一般信書便事業者は、前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付する
ことができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を管理しなければならない。
　　　　　
（信書便管理規程）
第二十二条　一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、
信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変
更しようとするときも、同様とする。

２　総務大臣は、信書便管理規程が一般信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当である
と認めるときは、前項の認可をしなければならない。
３　一般信書便事業者及びその従業者は、信書便管理規程を守らなければならない。
　　　　　
（業務の委託）
第二十三条　一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければなら
ない。

２　総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一　当該委託を必要とする特別の事情があること。
二　受託者が当該業務を行うのに適している者であること。
　　　　　
（他の一般信書便事業者との協定等）
第二十四条　一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又
は契約（信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。次項及び次条において同じ。）を締結しようとするときは、総務大
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臣の認可を受けなければならない。
２　総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一　当該協定又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。
二　一般信書便役務を提供するための協定又は契約でないこと。
　　　　　
（外国信書便事業者との協定等）
第二十五条  一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするとき
は、総務大臣の認可を受けなければならない。
　　　　　

第三節　監督
（事業計画の遵守命令）
第二十六条　総務大臣は、一般信書便事業者が第十一条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者
に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
　　　　　
（事業改善の命令）
第二十七条　総務大臣は、一般信書便事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般信書便事業者
に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一　事業計画、信書便約款又は信書便管理規程を変更すること。
二　（略）
三　前二号に掲げるもののほか、事業の運営を改善するために必要な措置をとること。
　　　　　
（許可の取消し等）
第二十八条　総務大臣は、一般信書便事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事
業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第六条の許可を取り消すことができる。
一　この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反した
とき。
二　第八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
　　　　　
第三章　特定信書便事業

（事業の許可）
第二十九条　特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
　　　　　
（許可の申請）
第三十条　前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二　信書便物の送達の方法その他総務省令で定める事項に関する事業計画
三　他に事業を行っているときは、その事業の種類

２　前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
　　　　　
（許可の基準）
第三十一条　総務大臣は、第二十九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許
可をしてはならない。
一　その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。
二　前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三　その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
　　　　　
（事業の休止及び廃止）
第三十二条　特定信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を総務大臣
に届け出なければならない。
　　　　　
（信書便約款）
第三十三条　特定信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める事項に係るものを除
く。）について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２　総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一　信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する

資料1 民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）
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事項その他特定信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
　二　特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものではないこと。
３　総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した場合を含む。）において、特定信書便事業
者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定め、又は現に定めている信書便約款を標準信書便約款と同一のものに
変更したときは、その信書便約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
　　　　　
（準用）
第三十四条　第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から第十四条まで、第十九条第三項、第二十条か
ら第二十八条まで（第二十七条第二号を除く。）の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。この場合におい
て、第八条、第十一条、第十三条第四項、第十四条第四項及び第二十八条中「第六条」とあるのは「第二十九条」と、第十
条中「第七条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第三十条第一項第一号又は第三号」と、第十二条第二項、第十三
条第三項及び第十四条第三項中「第九条」とあるのは「第三十一条」と、第十九条第三項中「第十七条第一項」とあるのは
「第三十三条第一項」と、「一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは「特定信書便役務」と、第二十七条第三号中
「前二号」とあるのは「第一号」と読み替えるものとする。
　　　　　
第四章　雑則

（許可等の条件）
第三十五条　この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
２　前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該
許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
　　　　　
（適用除外）
第三十六条　第六条及び第二十九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一　運送営業者がその運送方法により貨物に添付する無封の添え状又は送り状の送達を行う場合
二　一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便
物の送達を行う場合
三　一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業
者が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合
　　　　　
（報告の徴収及び立入検査）
第三十七条　総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又
は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。

２　総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般信書便事業者又は特定信書便事業者の事務所
その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査さ
せ、又は関係者に質問させることができる。

３　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示
しなければならない。
４　第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
　　　　　
（審議会等への諮問）
第三十八条　総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に
規定する機関をいう。）で政令で定めるもの（次条第二項において「審議会等」という。）に諮問しなければならない。
一　第二条第四項第二号、同条第七項第三号、第九条第二号又は第十六条第二項第二号の総務省令を制定し、又は
改廃しようとするとき。
二　第六条若しくは第二十九条の規定による許可又は第十二条第一項（第三十四条において準用する場合を含む。）、
第十七条第一項、第二十二条第一項（第三十四条において準用する場合を含む。）若しくは第三十三条第一項の規定
による認可をしようとするとき。
三　第二十七条（第三十四条において準用する場合を含む。）の規定による命令をし、又は第二十八条第一号（第三十四
条において準用する場合を含む。）の規定による許可の取消しをしようとするとき。

四　第三十三条第三項に規定する標準信書便約款を制定し、又は改廃しようとするとき。
　　　　　
（聴聞の特例）
第三十九条　総務大臣は、第二十六条から第二十八条まで（これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。）
の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかか
わらず、聴聞を行わなければならない。
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２　前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により審議会等に諮問すべきこととされて
いる処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、審議会等の委員のうちから、審議会等の推薦により指名するも
のとする。

３　第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人
が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
　　　　　
（審査請求の手続における意見の聴取）
第四十条　この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法（平成二十
六年法律第六十八号）第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を
置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。

２　前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機
会を与えなければならない。

３　第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取について
は、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
　　　　　
（総務省令への委任）
第四十一条　この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
　　　　　
（経過措置）
第四十二条　この法律の規定に基づき総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その総務省令で、その制定又は
改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めること
ができる。
　　　　　
（権限の委任）
第四十三条　この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄
総合通信事務所長に委任することができる。
　　　　　
第五章　罰則

第四十四条　一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、
放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法（明治四
十年法律第四十五号）の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。

２　前項の罪の未遂は、罰する。
　　　　　
第四十五条　一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の懲役又は
五十万円以下の罰金に処する。

２　信書便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
３　前二項の罪の未遂は、罰する。
　　　　　
第四十六条　第二十八条（第三十四条において準用する場合を含む。）の規定による事業の停止の命令に違反した者は、
一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
　　　　　
第四十七条　次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一　第十二条第一項（第三十四条において準用する場合を含む。）の規定に違反して事業計画を変更した者
二・三　（略）
四　第十九条第二項の規定又は同条第三項（第三十四条において準用する場合を含む。）の規定に違反して信書便の役
務を提供した者
五　第二十二条第一項（第三十四条において準用する場合を含む。）の規定に違反して信書便の業務を行った者
六　第二十三条第一項（第三十四条において準用する場合を含む。）の規定に違反して信書便の業務の一部を委託した者
七　第二十四条第一項又は第二十五条（これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。）の規定に違反して協
定又は契約を締結した者
八　第二十六条又は第二十七条（これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反し
た者
九　第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十　第三十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳
述をした者

資料1 民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）
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第四十八条　次の各号のいずれかに該当する物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一　爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
二　毒薬、劇薬、毒物又は劇物（官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。）
三　生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物（官公署、細菌検査
所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。）

四　法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
２　前項の場合において、犯人が信書便物として差し出した物は、没収する。
　　　　　
第四十九条　詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもって、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した信
書便物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に差し出し、又は他人に差し出させた者は、五十万円以下の罰金に
処する。
　　　　　
第五十条　信書便の業務に従事する者が重大な過失によって信書便物を失ったときは、三十万円以下の罰金に処する。
　　　　　
第五十一条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四
十五条第二項若しくは第三項（同条第二項に係る部分に限る。）、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
　　　　　
第五十二条　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一　第十条若しくは第十二条第三項（これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。）又は第三十二条の規定
による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二　（略）

附　則　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三十七条（第一号に係る部分に限る。次条第一項にお
いて同じ。）の規定は、公布の日から施行する。
　　　　　
附　則（平成十七年十月二十一日法律第百二号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
　　　　　
附　則（平成二十六年六月十三日法律第六十九号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。
　　　　　
附　則（平成二十七年六月十二日法律第三十八号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並
びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
　　　　　
（民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第四条　この法律の施行の際現に旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定により認
可を受けている信書便約款は、新信書便法第三十三条第一項の規定により認可を受けた信書便約款とみなす。

２　この法律の施行の際現にされている旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定によ
る信書便約款の認可の申請は、新信書便法第三十三条第一項の規定による認可の申請とみなす。
　　　　　
附　則（令和二年十二月四日法律第七十号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及
び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
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郵便法（昭和22年法律第165号）
　　　　　
第一章　総則

第四条（事業の独占）　会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除い
て、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
②　会社（契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。）以外の者は、何人も、他人の信書（特定の受取
人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。）の送達を業としてはならない。二以上の人
又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
③　運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはな
らない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
④　何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書（同項
ただし書に掲げるものを除く。）の送達を委託してはならない。
　　　　　
第五章　罰則

第七十六条（事業の独占を乱す罪）　第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に
処する。
②　前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴
する。

刑法（明治40年法律第45号）
　　　　　
第十三章　秘密を侵す罪

（信書開封）
第百三十三条　正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処
する。
　　　　　
四十章　毀棄及び隠匿の罪

（信書隠匿）
第二百六十三条　他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

（親告罪）
第二百六十四条　第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

資料1 民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）
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目次
第一章　総則（第一条－第四条）
第二章　一般信書便事業
第一節　事業の許可（第五条－第十九条）
第二節　業務（第二十条－第三十四条）
第三章　特定信書便事業（第三十五条－第四十条）
第四章　雑則（第四十一条－第四十九条）
附則
　　　　　
第一章　総則

（用語）
第一条　この省令において使用する用語は、民間事業者による信書の送達に関する法律（以下「法」という。）において使用
する用語の例による。
　　　　　
第二条・第三条　（略）
　　　　　
（特定信書便役務の料金の額）
第四条　法第二条第七項第三号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。
一　引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額　八百円
二　引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務（以下「国際信書便の役務」という。）の料金の額　別表に
定める額　

２　国際信書便の役務の引受地が外国にある場合における前項第二号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換
算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場（外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二
十八号）第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。）を用いて行うものとする。
　　　　　
第五条～第十条　（略）
　　　　　
（氏名等の変更の届出）
第十一条　法第十条の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第四の届出書を提出
しなければならない。
　　　　　
（事業計画の変更の認可の申請）
第十二条　法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする者は、様式第五の申請書に、第七条に掲げる書類のうち事業
計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
　　　　　
第十三条　（略）
　　　　　
（事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略）
第十四条　法第十三条第一項の一般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第二項の一般信書便事業者たる法人の合併
若しくは分割、法第十四条第一項の相続、法第二十三条第一項の信書便の業務の一部の委託又は法第二十四条第一
項若しくは第二十五条の信書の送達の事業に関する協定若しくは契約の認可を受けようとする一般信書便事業者は、こ
れらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときには、当該認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項
を記載した書類（新旧の対照を明示すること。）及び第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更さ
れるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
　　　　　
（事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請）
第十五条　法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければなら
ない。
一　譲渡しに関する契約書の写し
二　譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
三　譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類

資料2 民間事業者による信書の送達に関する
法律施行規則（平成15年総務省令第27号）
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四　譲受人の譲受けの日以降における様式第二の事業収支見積書
五　譲受人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っ
ている事業の種類を記載した書類
　　　　　
（法人の合併及び分割の認可の申請）
第十六条　法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八の申請書に、次の書類を添えて提出しなければなら
ない。
一　合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二　合併又は分割の条件に関する説明書
三　合併又は分割の日以降における様式第二の事業収支見積書
四　合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は当該分割により一般信書便事業を承継する法人が一般信
書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を
記載した書類
　　　　　
（相続人の事業継続の認可の申請）
第十七条　法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければなら
ない。
一　申請者と被相続人との続柄を証する書類
二　申請者の履歴書及び資産目録
三　申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
四　申請者が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第九号に掲げる書類及び他に行っている事業の種
類を記載した書類
　　　　　
第十八条～第二十三条　（略）
　　　　　
（信書便約款の認可の申請）
第二十四条　法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三の申請書に、信書便約款（変更の認可申請の場
合は、信書便約款の新旧対照）を添えて提出しなければならない。

２　法第十七条第一項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一　信書便の役務の名称及び内容
二　信書便物の引受けの条件
三　信書便物の配達の条件
四　信書便物の転送及び還付の条件
五　信書便物の送達日数
六　信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法
七　送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件
八　その他信書便約款の内容として必要な事項
　　　　　
（信書便約款の認可を要しない提供条件）
第二十五条　法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な
関係を有しない信書便の役務に関する提供条件
二　信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件
　　　　　
第二十六条　（略）
　　　　　
第二十六条の二　（略）
　　　　　
（信書便物であることの表示を要しない場合）
第二十七条　法第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一　次条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便
事業者から引き渡されたとき。
二　差し出された信書便物に次条第二項第一号及び第二号（国際信書便の役務により送達される信書便物にあっては、
同項第一号、第二号及び第四号）に掲げる事項が表示されている場合であって、かつ、一般信書便事業者が当該信書便
物に同項第三号に掲げる事項を表示しないことについて当該信書便物の差出人が同意しているとき。

資料2 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
（平成15年総務省令第27号）
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（信書便物であることの表示の方法）
第二十八条　法第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信
書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。

２　前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。
一　信書便物であることを示す表示
二　一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
三　信書便物を引き受けた日
四　外国信書便事業者と協定又は契約を締結して行う国際信書便の役務により外国にあてて送達される信書便物にあっ
ては、前三号に掲げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該外国
信書便事業者を示す標章
　　　　　
（還付できない信書便物の開披の方法）
第二十九条　一般信書便事業者は、法第二十一条第一項の規定により信書便物を開くときには、その事業場において信書
便管理規程に基づき選任された信書便の業務を管理する者（第三十一条において「信書便管理者」という。）の立会いの
下でこれを行い、当該信書便物を送達し、又は還付するために必要な事項を確認した後は、直ちに当該信書便物を修補
しなければならない。
　　　　　
（開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法）
第三十条　一般信書便事業者は、法第二十一条第二項の規定により信書便物を管理するときには、前条の規定による修
補を行った後、その事業場の施錠できる場所において当該信書便物を保管し、その交付の請求又は照会に対して、速やか
に回答できるようにするため、その処理状況を記録しなければならない。

２　一般信書便事業者は、前項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から
三月以内にその交付を請求する者がないときには、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断そ
の他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要
するものにあっては、これを売却することができる。この場合において、当該一般信書便事業者は、売却費用を控除した売
却代金の残額を保管しなければならない。

３　一般信書便事業者は、第一項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者
がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金を処分す
ることができる。
　　　　　
（信書便管理規程の認可の申請）
第三十一条　法第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程（変更の認可
申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照）を添えて提出しなければならない。

２　法第二十二条第一項の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一　信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容
イ　信書便の業務の監督
ロ　顧客の情報及び信書便物の管理
二　信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の
秘密の保護に配慮した作業方法
三　事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報
告、記録その他の措置

四　信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施
　　　　　
（業務の委託の認可の申請）
第三十二条　法第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなけれ
ばならない。
一　受託者が法第八条各号に該当しないことを示す書類
二　委託契約書の写し
三　信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類

２　前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内
の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要が
ないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
　　　　　
（他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請）
第三十三条　法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなけれ
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ばならない。
一　協定書又は契約書の写し
二　協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類
　　　　　
（外国信書便事業者との協定等の認可の申請）
第三十四条　法第二十五条の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければなら
ない。
一　協定書又は契約書の写し
二　協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類
イ　協定又は契約を締結しようとする相手方が外国において当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うこと
ができることを証する書類

ロ　外国信書便事業者の取扱中における信書便物の責任に関する事項が適正かつ明確に定められている当該外国
信書便事業者の約款その他の取扱内容を記載した書類

　　　　　
第三章　特定信書便事業

（事業の許可の申請）
第三十五条　法第三十条第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。
　　　　　
（事業計画）
第三十六条　法第三十条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一　特定信書便役務の種類
二　信書便物の引受けの方法
三　信書便物の配達の方法
四　法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務を提供しようとする場合にあっては、前三号に掲げる事項のほか、次
に掲げる事項
イ　提供区域又は区間
ロ　信書便物の送達に用いる送達手段
ハ　信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、その事業の計画が道路交通法（昭和三十五年法律第
百五号）の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なものであることを示す事項

五　国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
　　　　　
（添付書類）
第三十七条　法第三十条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。
２　法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一　信書便管理規程の概要を記載した書類
二　信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
三　他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は
契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類

四　特定信書便役務の内容を記載した書類
五　信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、そ
の許可証等の写し（許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し）又はその手続の状況を記載した書類
六　事業開始予定の日を記載した書類
七　様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八　国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができる
ことを証する書類
九　当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
イ　既存の法人　定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役
員又は社員の名簿及び履歴書

ロ　株式会社を設立しようとする者　定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け
又は出資の状況及び見込みを記載した書類

ハ　ロ以外の法人を設立しようとする者　定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ニ　個人　資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
ホ　外国人　国内における住所又は居所を証する書類
ヘ　外国法人　国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類
十　法第八条各号に該当しないことを示す書類

資料2 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
（平成15年総務省令第27号）
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３　法第二十九条の許可及び法第三十四条において準用する法第二十二条第一項の認可の申請を同時に行う場合に
あっては、法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第
十号までに掲げる書類とする。
　　　　　
（事業の休止及び廃止の届出） 
第三十八条　法第三十二条の届出をしようとする者は、様式第十九の届出書を提出しなければならない。
　　　　　
（軽微な変更の届出）
第三十九条　法第三十四条において準用する法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変
更は、次のとおりとする。
一　特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴う事業計画記載事項の変更
二　法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務の提供区域又は区間の変更（減少するものに限る。）
三　法第二十九条の規定に基づく特定信書便事業の許可又は法第三十四条において準用する法第十二条第一項の規
定に基づく事業計画の変更の認可に係る第三十七条第二項第八号の書類により証された信書の送達の事業を行うこ
とができる国の範囲内（地域である場合にあっては、当該地域の範囲内）における取扱地の変更

２　法第三十四条において準用する法第十二条第三項の規定による届出は、様式第六の届出書に、第三十七条に掲げる
書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない｡
　　　　　
（準用）
第四十条　第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第三十四条
までの規定は特定信書便事業者について準用する。この場合において、第十二条及び第十四条中「第七条」とあるのは
「第三十七条」と、第十五条第五号及び第十六条第四号中「第七条第二項第八号及び第九号」とあるのは「第三十七条
第二項第九号及び第十号」と、第十七条第四号中「第七条第二項第九号」とあるのは「第三十七条第二項第十号」と読み
替えるものとする。
　　　　　
第四章　雑則

（報告書の提出）
第四十一条　法第三十七条第一項の規定により、一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、毎事業年度の経過後百
日以内に当該年度に係る事業報告書を、毎年七月十日までに前年四月一日から当年三月三十一日までの期間に係る事業
実績報告書を提出しなければならない。

２　前項の事業報告書は、様式第二十の事業概況報告書、貸借対照表及び損益計算書によるものとし、同項の事業実績報
告書は、様式第二十一の信書便事業実績報告書によるものとする。
　　　　　
（臨時の報告）
第四十二条　一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、前条に定める報告書のほか、総務大臣又は総合通信局長（沖縄
総合通信事務所長を含む。以下同じ。）から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

２　総務大臣又は総合通信局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明
示するものとする。
　　　　　
（立入検査の身分証明書）
第四十三条　法第三十七条第三項の証明書は、様式第二十二によるものとする。
　　　　　
（意見の聴取の公告及び予告） 
第四十四条　審理員は、法第四十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前まで
に、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。

２　審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場
所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。
　　　　　
（意見聴取会） 
第四十五条　意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
２　議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席を求め
ることができる。

３　利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行
政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人
は、この限りではない。
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４　意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
５　意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求の朗読をもってその陳述に
代えることができる。

６　審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることが
できる。

７　議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項に
わたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる｡

８　議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退
去させることができる。

９　議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10 議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これ
を公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
　　　　　
（調書） 
第四十六条　議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
２　調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
一　事案の件名
二　意見聴取会の期日及び場所
三　議長の職名及び氏名
四　審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
五　出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
六　出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
七　陳述の要旨
八　証拠が提示されたときは、その旨
九　その他参考となるべき事項

３　審査請求人又はその代理人は、行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三
項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
　　　　　
（権限の委任）
第四十七条　法第四十三条の規定により、特定信書便事業（その提供する信書便の役務のうちに二以上の総合通信局長
の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。）に関する総務大臣の権限（法第三十四条において
準用する法第二十七条及び第二十八条（第一号の規定による許可の取消しに係るものに限る。以下この条において同
じ。）、法第三十八条並びに法第三十九条（法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条の規定による
処分に係るものに限る。）に規定するものを除く。）は、総合通信局長に委任する。ただし、法第三十七条第一項及び第二項
に規定する権限については、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
　　　　　
（届出） 
第四十八条　一般信書便事業者及び特定信書便事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、その
旨を当該各号に掲げる総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
一　法第六条又は第二十九条の規定により一般信書便事業又は特定信書便事業を開始した場合　当該一般信書便事
業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長
二　法第十三条第一項（法第三十四条において準用する場合を含む。）に規定する一般信書便事業若しくは特定信書便
事業の譲渡し及び譲受け又は同条第二項（法第三十四条において準用する場合を含む。）の規定による法人の合併若
しくは分割が終了した場合　当該事項の認可をした総務大臣又は総合通信局長
三　法第十五条第一項又は第三十二条の規定により休止していた一般信書便事業又は特定信書便事業を再開した場
合　当該一般信書便事業の休止の許可をした総務大臣又は当該特定信書便事業の休止の届出を受理した総務大臣
若しくは総合通信局長

四　法第二十三条第一項（法第三十四条において準用する場合を含む。）の規定により信書便の業務の一部を委託して
いた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその委託を廃止した場合　当該委託を認可した総務大臣又は総合
通信局長
五　法第二十四条第一項又は第二十五条（これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。）の規定により
他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と協定又は契約を締結していた一般信書
便事業者又は特定信書便事業者がその協定又は契約を廃止した場合　当該協定又は契約を認可した総務大臣又は
総合通信局長
六　法第二十六条又は第二十七条（これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。）の規定による命令を

資料2 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
（平成15年総務省令第27号）
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実施した場合　当該命令を発した総務大臣又は総合通信局長
七　一般信書便事業者又は特定信書便事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合　当該一般信書
便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長

２　前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく（同項第七号に掲げる場合（代表権を有しない役員又は社員に変更が
あった場合に限る。）にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに）
行わなければならない。

３　第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当
該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったとき
は、新たに役員又は社員になった者が法第八条第一号及び第二号の規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければな
らない。
一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二　届出事項
三　届出事由の発生の日
　　　　　
（書類の提出）
第四十九条　法及びこの省令の規定により総合通信局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する
土地を管轄する総合通信局長に提出しなければならない。

２　法及びこの省令の規定により総務大臣に提出すべき申請書又は届出書は、申請又は届出をしようとする者の住所を管
轄する総合通信局長を経由して提出することができる。
　　　　　
附　則　抄

（施行期日）
第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
　　　　　
附　則（平成十五年三月三十一日総務省令第六十五号）

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
　　　　　
附　則（平成十六年三月十九日総務省令第四十二号）

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
　　　　　
附　則（平成十八年四月二十六日総務省令第七十五号）

この省令は、会社法（平成十七年法律第八十六号）の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
　　　　　
附　則（平成十九年三月三十一日総務省令第五十号）

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
　　　　　
附　則（平成二十年十一月二十八日総務省令第百二十七号）　抄 

（施行期日）
第一条　この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）の施行の日（平成二十年十二月一
日）から施行する。
　　　　　
附　則（平成二十五年十二月二日総務省令第百号）　抄 

（施行期日）
第一条　この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する
等の法律（平成二十四年法律第六十八号）の施行の日（平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。）から施行する。た
だし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
　　　　　
附　則（平成二十七年十一月二十七日総務省令第九十八号）

（施行期日）
この省令は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律（平成二十七年法律第三十
八号）の施行の日（平成二十七年十二月一日）から施行する。
　　　　　
附　則（平成二十八年三月二十三日総務省令第二十六号）

この省令は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。
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附　則（平成三十一年四月十五日総務省令第五十号）
この省令は、公布の日から施行する。
　　　　　
附　則（令和元年六月二十八日総務省令第十九号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
　　　　　
附　則（令和元年七月八日総務省令第二十五号）

（施行期日）
一　この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の
法律（平成二十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「施行日」という。）から施行す
る。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
二　一般信書便事業者は、施行日前においても、この省令による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律施行
規則第二十三条の規定の例により、民間事業者による信書の送達に関する法律第十六条第一項に規定する一般信書便
役務に関する料金（実施予定日が施行日以後であるものに限る。）を定め又は変更し、同項の規定による届出をすることが
できる。
　　　　　
附　則　（令和二年四月一日総務省令第三十二号）

この省令は、公布の日から施行する。
　　　　　
附　則　（令和二年十二月十五日総務省令第百十八号）

この省令は、令和二年十二月二十五日から施行する。

附　則　（令和三年三月三十一日総務省令第四十三号）
この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日から施行する。
　　　　　
附　則　（令和三年七月十三日総務省令第六十八号）

この省令は、公布の日から施行する。
　　　　　
別表（第四条関係）略

資料2 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
（平成15年総務省令第27号）
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総務省ホームページ
「信書便事業のページ」のご案内
「信書便事業」で検索してください。

（又はこちらのＵＲＬを入力　https://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html）

信書便事業 検索

基本的な考え方、信書に関する文書及び信書に該当しない文書の
具体例、信書に該当する文書に関する指針、Ｑ＆Ａ集等

信書便事業分野における個人情報に関するガイドライン、解説等

信書便に関する法律、政令、施行規則、訓令、告示等

本冊のほかバックナンバーを掲載

信書便制度説明会の開催予定

特定信書便マークの使用許諾の申請

全国の信書便事業者の名前、提供役務、提供地域等
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信書便に関するお問い合わせ先

　　　北海道
総合通信局 北海道

〒 060-8795
札幌市北区北 8 条西 2-1-1
札幌第 1 合同庁舎 12 階

信書便監理室
TEL：011-709-2311（内線：4684）
E-mail：sinsyobin-hokkaido@soumu.go.jp

　　　東北
総合通信局

青森県　岩手県
宮城県　秋田県
山形県　福島県

〒 980-8795
仙台市青葉区本町 3-2-23
仙台第 2 合同庁舎 12 階

信書便監理室
TEL：022-221-0631
E-mail：tohoku-shinshobin@soumu.go.jp

関東
総合通信局

茨城県　栃木県
群馬県　埼玉県
千葉県　東京都
神奈川県　山梨県

　　　〒 102-8795
千代田区九段南 1-2-1
九段第 3 合同庁舎 22 階

　　　信書便監理室
TEL：03-6238-1642
E-mail：kanto-shinsyobin@soumu.go.jp

北陸
総合通信局

富山県　石川県
福井県

　　　〒 920-8795
金沢市広坂 2-2-60
金沢広坂合同庁舎 6 階

信書便監理室
TEL：076-233-4428
E-mail：hokuriku-shinsyobin@soumu.go.jp 
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/shinshobin/index.html

東海
総合通信局

岐阜県　静岡県
愛知県　三重県

　　　〒 461-8795
名古屋市東区白壁 1-15-1
名古屋合同庁舎第 3 号館 4 階

信書便監理室
TEL：052-971-9115
E-mail：tokai-shinshobin@soumu.go.jp
https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/sinsyobin/index.html

近畿
総合通信局

滋賀県　京都府
大阪府　兵庫県
奈良県
和歌山県

　　　〒 540-8795
大阪市中央区大手前 1-5-44
大阪合同庁舎第 1 号館 4 階

信書便監理室
TEL：06-6942-8596
E-mail：kinki-shinsyobin@soumu.go.jp
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/shinsyo/index.html

中国
総合通信局

　　　鳥取県　島根県
岡山県　広島県
山口県

　　　〒 730-8795
広島市中区東白島町
19-36   1 階 

信書便監理室
TEL：082-222-3400
E-mail：chugoku-shinsyobin@soumu.go.jp
https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/fieldinfo/shinsyo_index.html

四国
総合通信局

徳島県　香川県
愛媛県　高知県

　　　〒 790-8795
松山市味酒町 2-14-4
２階 

信書便監理室
TEL：089-936-5031
E-mail：shikoku-shinshobin@soumu.go.jp 
https://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/shinsyobin.html

九州
総合通信局

福岡県　佐賀県
長崎県　熊本県
大分県　宮崎県
鹿児島県

〒 860-8795
熊本市西区春日 2-10-1
熊本地方合同庁舎
Ａ 棟 11 階

信書便監理室
TEL：096-326-7847
E-mail：kyusyu-shinshobin@soumu.go.jp 
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/other/

沖縄総合
通信事務所

　　　沖縄県

　　　〒 900-8795
那覇市旭町 1-9
カフーナ旭橋 B街区 5 階

信書便監理室
TEL：098-865-2388
E-mail：okinawa-shinshobin@soumu.go.jp 
https://www.soumu.go.jp/soutsu/okinawa/sinsiyo/top.html

信越
総合通信局 新潟県　長野県

〒 380-8795
長野市旭町 1108
長野第 1 合同庁舎 5 階

信書便監理室
TEL：026-234-9932
E-mail：shinetsu-shinshobin@soumu.go.jp 
https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/tsusin
/shinsyo/shinsyo.html

総務省    情報流通行政局  郵政行政部  信書便事業課
〒 100-8926   千代田区霞が関 2-1-2　TEL：03-5253-5974・5976
E-mail：shinshobin@soumu.go.jp　ホームページ：https://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html

名  称 管轄区域 住   所 電話番号・E-mail
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